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はじめに 

近年、農産物検査に関する議論が活発に行われ、農産物検査において穀粒判別器の

活用による機械鑑定の導入を進めるため、穀粒判別器の性能確認、測定精度等の検証

結果に基づき、穀粒判別器の活用が開始されています。 

しかしながら、この判断は玄米測定におけるものであり、精米測定でも同様に使用

可能か否かは検証されていない状況にあります。 

このようななか、昨年１月に精米ＪＡＳ規格が施行されたことを受け、精米工場で

行うＪＡＳ製品格付の判定は穀粒判別器を使用して行うものと考えられます。 

そのため、農産物検査で検討されてきた玄米の穀粒判別器の導入を参考に、精米に

おいても活用可能か、穀粒判別器の一定精度の確認や機器の管理方法等についての確

立体制を構築する必要があると考え、本会精米加工委員会において検討し、穀粒判別

器（精米）認定規程として取りまとめました。 

 

２０２３年１月 

一般社団法人日本精米工業会 
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穀粒判別器（精米）認定規程 

 

制  定  ２０２３年１月１０日 

 

 

（目  的） 

第１  この規程は、日本農林規格（ＪＡＳ００１７）において制定された精米の品質

基準（以下「精米ＪＡＳ品質基準」という）の測定に関し、客観的かつ効率的な検

査が実施できるように一定の精度を有する検査機器（以下「穀粒判別器」という）

について、一般社団法人日本精米工業会（以下「本会」という）が認定を行うこと

により、その円滑な普及を図ることを目的とする。 

 

（認定対象機器及び認定方式） 

第２  本会が認定する穀粒判別器は、精米ＪＡＳ品質基準のうち、着色粒、被害粒、

砕粒、粉状質粒の全てが測定可能な機器を対象とし、認定の方式は、型式認定（以

下「認定」という）とする。なお、測定部に変更がない場合は、同一の型式とみな

すこととする。 

 

（検討委員会） 

第３  本会は、公正な認定を確保するため、学識経験者及び実需者等から構成される

精米加工委員会において、この規程の内容について検討し、同意を得なければなら

ないものとする。 

 

（認定基準） 

第４  本会は、穀粒判別器の認定基準として、別紙「穀粒判別器（精米）認定基準」

（以下「認定基準」という）を定めるものとする。 

２  認定基準は、前条の精米加工委員会の同意を得なければならないものとする。 

３  認定基準を変更する場合も前項に準ずる。なお、当該変更前に、本会会員（賛助

会員含む）に対し、相当の期間をもって通知を行うものとする。 

 

（認定手順） 

第５  穀粒判別器の認定を受けようとする者（以下「申請者」という）は、認定申請

書（別記様式１）及び認定基準の第２の（２）の結果（以下「測定結果」という）
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を本会に提出するものとする。なお、測定結果は、認定に係る型式についての基準

となる穀粒判別器（以下「基準器」という）を使用したものとする。 

２  本会は、前項の認定申請書及び測定結果を受理したときは、認定基準の第３に基

づいて、適否の判定をする。 

３  申請者が、すでに認定を受けた型式の穀粒判別器を「相手先ブランド製造」とし

て製造する場合であって、これに対して認定を受けようとするときは、その旨を本

会に届出なければならない。この場合、１項の測定結果は免除され、前項の適否の

判定は不要とする。 

 

（認  定） 

第６  本会は、前条の認定手順の結果、当該穀粒判別器が認定基準に適合していると

認められる場合及び前条３項の届出を受理した場合は認定を行うものとする。な

お、認定の有効期間は３年間とする。 

２  本会は、前項の規定に基づき認定を行ったときは、申請者に対し認定書（別記様

式２）を交付するものとする。併せて、本会ホームページに、申請者、型式等を掲

載し、公表するものとする。 

３  本会は、認定を行わなかったときは、その理由を付して申請者に通知するものと

する。 

 

（手数料） 

第７  申請者は、認定に係る費用として、本会が別に定める手数料を支払うものとす

る。 

 

（精度管理） 

第８  認定を受けた申請者（以下「認定業者」という）は、基準器の精度維持に務め

るものとする。 

２  認定業者は、認定に係る型式の穀粒判別器を出荷する場合は、精度確認を実施

し、精度維持に務めるものとする。 

３  認定業者は、実需者の要請に基づき、穀粒判別器の精度確認を原則として年１回

実施し、精度維持に務めるものとする。 

 

（変更の届出） 

第９  認定業者は、認定を受けた穀粒判別器について、認定時以降に申請に係る事項

の内容に変更が生じた場合は、その内容を記載した書面を本会に提出しなければな

らないものとする。 
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２  前項の変更内容が当該穀粒判別器の性能に係るものと本会が判断した場合は、認

定業者は改めて認定申請を行わなければならないものとする。 

 

（認定の取消し） 

第１０  本会は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると判断した場合は、精米加工

委員会の意見を聴き、当該穀粒判別器の認定を取消すことができるものとする。 

（１）認定業者から認定の取消しの申し出があったとき。 

（２）認定に係る穀粒判別器が認定基準に適合しないことが明らかになったとき等の

認定を取消すべき重大な事情が生じたとき。 

２  本会は、前項の規定に基づき認定を取消そうとする場合は、あらかじめ、当該認

定業者に対しその旨を通知するとともに、意見の陳述又は説明資料の提出の機会を

与えるものとする。 

ただし、通知の日から１ヶ月を経過しても、意見の陳述又は説明資料の提出がな

い場合には、認定の取消しに係る弁明の機会を放棄したものとする。 

３  本会は、認定業者から意見の陳述又は説明資料の提出があった場合は、改めて精

米加工委員会の意見を聴いて認定を取消すか否かを決定するものとする。 

 

（報告、苦情、調査） 

第１１  本会は、認定業者に対し、必要に応じて穀粒判別器の精度維持管理状況等に

ついて報告を求めることができるものとする。 

２  認定を受けた穀粒判別器の使用から生じた苦情等については、原則として、認定

業者が責任をもって対応するものとする。 

３  認定を受けた穀粒判別器の品質、使用状況等を把握するため、必要に応じて、認

定業者は製造工場及び使用現場等について調査を行うことに努めるものとする。 

 

（規程の改訂） 

第１２  この規程の改訂を行う場合は、精米加工委員会の同意を得なければならない

ものとする。 

 

 

 

附  則 

この規程は、精米加工委員会の同意を受けた日から施行する。 

（２０２３年１月１０日） 
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（別紙） 

穀粒判別器（精米）認定基準 

 

一般社団法人日本精米工業会 

精 米 加 工 委 員 会 

 

穀粒判別器（精米）認定規程第４に基づく認定基準を次の通り定めるものとする。 

 

（仕様基準） 

第１  仕様基準は、表１「穀粒判別器（精米）共通仕様書」の通りとする。 

 

（精度試験） 

第２  精度試験は次の通り実施するものとする。 

（１）試験用試料 

①  本会は、産地及び品種が異なる５種類の精米を選定する。 

②  本会は、①の５種類の精米それぞれについて、精米ＪＡＳ規格の品質基準に

則り着色粒を１粒混入した１０００粒の試料、被害粒を１１粒混入した１０

００粒の試料、砕粒を５６粒混入した１０００粒の試料、粉状質粒を６８粒

混入した１０００粒の試料、着色粒１粒と被害粒１１粒と砕粒５５粒と粉状

質粒６６粒を混入した１０００粒の試料をそれぞれ作製する。 

（２）試験方法 

①  申請者は、申請に係る穀粒判別器を用いて、本会が作製した前項（１）の試

験用試料を各々１０回測定し、着色粒、被害粒、砕粒、粉状質粒の測定をす

る。 

②  ①の測定結果より、各々の判定項目について、合成された標準偏差（①の結

果を用いて算出した標準誤差の２乗と当該結果を用いて算出した標準偏差の

２乗の和の平方根をいう）を算出する。 

 

（精度基準） 

第３  精度基準は次の通りとする。 

（１）着色粒の測定精度については、着色粒に係る前項（２）の合成された標準偏差

の２倍が０.５以内となるものを合格とする。 

（２）被害粒、砕粒、粉状質粒の測定精度については、各々に係る前項（２）の合成

された標準偏差の２倍が５以内となるものを合格とする。 
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表１  穀粒判別器（精米）共通仕様書 

仕様項目 内  容 

１．商品名 穀粒判別器（精米） 

２．動作モード 本仕様書での仕様内容に基づく、精米ＪＡＳモード（必 

 須）の他に他モードを備えることができる。 

 なお、他モードには、本仕様書の条件は適用しない。 

３．測定対象 水稲うるち精米 

４．動作モードの表示 精米ＪＡＳモード動作時には、結果表示画面、結果印字 

及び印字 帳票に「精米ＪＡＳ」の表示を入れる。 

 また、通信等の外部出力において、受取り側が精米ＪＡ 

 Ｓモードであることが分かるようにする。 

５．判定項目 着色粒、被害粒、砕粒、粉状質粒 

６．測定粒数 約１,０００粒 

７．測定結果の表示 ①測定年月日 

 ②着色粒、被害粒、砕粒、粉状質粒の順に質量比（％） 

 で表示する。 

 ※質量比は、本会が定めた換算値を用いて算出する。 

 ③最小単位は０.１％ 

８．測定結果の印字 ①上記７の表示内容は印字する。 

 ②「精米ＪＡＳ」の印字をする。 

 ③必要に応じ、複数枚数印字できること。 

９．使用環境 ①周囲温度：５～３５℃ 

 ②湿  度：８５％以下。ただし、結露がないこと。 

10．電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０／６０Ｈｚ） 

11．認定方法 穀粒判別器（精米）認定規程による。 

12．精度管理方法 穀粒判別器（精米）認定規程による。 

注１：故障及び破損の対応は、認定業者が責任をもって対応する。 

２：使用者において、判別基準を変更した場合は「精米ＪＡＳ」の表示・印字が出

来ないこととする。 
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（別記様式１） 

年    月    日 

 

穀粒判別器（精米）認定申請書 

 

一般社団法人日本精米工業会 

会  長                  殿 

 

企業名                            ○印  

代表者 

 

穀粒判別器（精米）認定規程に基づき穀粒判別器（精米）の認定を受けたいので、

下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．製造者の所在地等 

企業名： 

住  所：（〒      －      ） 

電  話： 

担当者：                              （役職名：                      ） 

 

２．穀粒判別器の型式等 

機器名： 

型  式： 

 

３．試験に関する結果 

別添資料参照（穀粒判別器（精米）認定基準の第２の（２）による測定結果） 
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（別記様式２） 

 

 

穀粒判別器（精米）認定書 

 

 

○○○○年○○月○○日付で申請のありました標記認定の件について、穀粒判別器

（精米）認定規程第６の規定に基づき、下記の通り認定したことを証します。 

 

記 

 

企 業 名：  

所 在 地：  

機 器 名：  

型 式：  

認定番号：  

認 定 日：  

有効期間：  

 

 

 

○○○○年○○月○○日 

 

東京都中央区日本橋小伝馬町１５－１５ 

一般社団法人日本精米工業会 

会  長                      ○印  

 


